
対象となる子ども

無償化の対象となる期間は，
｢満3歳になって初めての４月１日から⼩学校就学までの３年間｣ です。

【問い合わせ先】
無償化対象児童であるかについての問い合わせは、裏⾯の問い合わせ窓⼝を確認してください。

時 期 対 象 者

2019年10月1日
〜2020年３月31日

誕生日が
2013年4月２日〜2016年4月１日までの障がいのある子ども

2020年４月１日
〜2021年３月31日

誕生日が
2014年4月２日〜2017年4月１日までの障がいのある子ども

就学前の障がい児を支援するため，下記のサービスについては，
対象者の利⽤者負担が無料となります。

（具体的な対象者の例）

※ 利⽤者負担以外の費⽤（医療費や，⾷費等の現在実費で負担しているもの）は引き続きお支払いいた
だくことになります。

※ 幼稚園，保育所，認定こども園等と，上記サービスの両⽅を利⽤する場合は，両⽅とも無償化の
対象となります。

10月以降の給付費の請求にあたっては、児童の生年月日により、
無償化対象児童かどうかを確認し、利⽤者負担額を⼊⼒する必要が
ありますのでご注意ください。

制度開始当初は、⾃治体から対象児童の保護者に対して、無償化の旨の通知がされない場合があります。

・児童発達支援 ・福祉型障害児⼊所施設
・医療型児童発達支援 ・医療型障害児⼊所施設
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

無料となるサービス

３歳から５歳までの障がいのある子どもたちのための

児童発達支援等の利⽤者負担が無償化されます

令和元(2019)年10月１日から



障害児⼊所施設 （対象サービス）
・福祉型障害児⼊所施設 ・医療型障害児⼊所施設

無償化対象児童であるかについては、各サービスの支給決定を⾏っている市町
又は県の支援センターへお問合せください。

（対象サービス）
・児童発達支援 ・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援

障害児通所支援

就学前障がい児の発達支援無償化 問い合わせ窓口

市町名 部署名 連絡先 市町名 部署名 連絡先

松山市 障がい福祉課 089-948-6433 東温市 社会福祉課 089-964-4406

今治市 障がい福祉課 0898-36-1527 上島町 住⺠課 0897-72-9366

宇和島市 福祉課 0895-24-1111
(内線2153) 久万高原町 保健福祉課 0892-21-1111

八幡浜市 社会福祉課 0894-21-0401 松前町 福祉課 089-985-4112

新居浜市 地域福祉課 0897-65-1237 砥部町 介護福祉課 089-962-7255

⻄条市 社会福祉課 0897-52-1214 内子町 保健福祉課 0893-44-6154

大洲市 社会福祉課 0893-24-1758 伊⽅町 保健福祉課 0894-38-0217

伊予市 福祉課 089-982-1111
(内線1175) 松野町 保健福祉課 0895-42-0708

四国中央市 生活福祉課 0896-28-6023 ⻤北町 町⺠生活課 0895-45-1111
(内線2117)

⻄予市 福祉課 0894-62-6428 愛南町 保健福祉課 0895-72-1212

県・市名 部署名 連絡先 県・市名 部署名 連絡先

愛媛県 福祉総合支援センター 089-923-4471 愛媛県 南予子ども・⼥性支援
センター

0895-22-1245
（代表）

愛媛県 東予子ども・⼥性支援
センター

0897-43-3000
（代表）

愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課
ＴＥＬ 089-912-2420 ＦＡＸ 089-931-8187

無償化の対象者・時期
令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

 R1(2019).10.1～  R2(2020).4.1～  R3(2021).4.1～  R4(2022).4.1～  R5(2023).4.1～

R2(2020).3.31 R3(2021).3.31 R4(2022).3.31 R5(2023).3.31 R6(2024).3.31

H29(2017).4.2～H30(2018).4.1

無償化の

期間

H25(2013).4.2～H26(2014).4.1

対象者の

生年月日

H26(2014).4.2～H27(2015).4.1

H27(2015).4.2～H28(2016).4.1

H28(2016).4.2～H29(2017).4.1

H30(2018).4.2～H31(2019).4.1

⼩学校⼊学により、無償化期間終了


